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の公表期日前統計情報等を共有する者の範囲について 

 

 

内閣府 政策統括官（防災担当） 

防災監 

政策統括官 

広域避難・計画推進室長 

官房審議官 

参事官 

担当職員 
 

政務三役 ※ 

大臣 

副大臣 

政務官 

 

事務次官等 ※ 

事務次官 

内閣府審議官 

官房長 

総括審議官 

 

その他 

内閣府関係部局 

関係省庁等 

東京大学大学院情報学環総合防災情報

研究センター（調査協力兼大規模地震

防災対策推進検討会構成員） 

 

会議参加者 

大規模地震防災対策推進検討会 

 

統計業務等委託者 

 

※秘書官等も共有対象 

（注）共有する可能性がある者も含まれる。 
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